
　６月28日、清里小学校児童が、梅田公民館横の水田で田植えを行いました。
　これは、農家の協力を得て、食べ物の大切さやありがたさを学ぶことを目的として総合的な学習の時間の中で
行われたものです。この日は、３年生～６年生までの子どもたちや保護者など約100人が参加し、２班に分かれ
て植え付けました。子どもたちは泥だらけになりながら、「田んぼは、ぬるぬるして気持ち良かったです。」「田
植えは、初めてだったけれど楽しかったです。」「今から秋の収穫が楽しみです。」と嬉しそうに話してくれました。

みのりの秋になりますように !!

平成18年（2006）No.830

7
15

お知らせ版

▼

泥
だ
ら
け
に
な
り
な
が
ら
田
植
え
を
行
う
児
童

～清里小学校児童が田植えを体験～
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美
し
い
町
を
創
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
!!

８月１日
から施行

美
し
い
町
を
創
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
!!

〜
長
洲
町
環
境
美
化
条
例
を
制
定
〜

　

道
路
や
公
園
な
ど
に
散
乱
す
る
、
空
き
缶
、
空
き
瓶
、
た
ば
こ
の
ポ
イ
捨

て
な
ど
の
ご
み
や
、
放
置
さ
れ
た
ま
ま
の
家
電
製
品
や
自
転
車
な
ど
の
粗
大

ご
み
は
、
町
の
景
観
を
損
な
う
だ
け
で
な
く
、
自
然
環
境
に
も
影
響
し
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
空
き
地
に
繁
茂
し
た
雑
草
、
公
共
施
設
な
ど
の
落
書
き
、
放
置
さ
れ

た
犬
の
ふ
ん
な
ど
も
、
付
近
の
町
民
の
方
の
生
活
環
境
に
影
響
し
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
が
良
好
な
環
境
の
中
で
快
適
な
生
活
を
営
め
る
よ
う
、
清
潔
で
美

し
い
町
を
目
指
す
た
め
に「
長
洲
町
環
境
美
化
条
例
」を
制
定
し
ま
し
た
。

　

町
、
町
民
、
事
業
者
、
土
地
又
は
建
物
な
ど
の
所
有
者
が
協
力
し
合
っ
て
、

美
し
い
長
洲
町
を
創
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
こ
の
条
例
は
、
８
月
１
日
か
ら

施
行
し
ま
す
。

条
例
の
目
的

　

こ
の
条
例
の
目
的
は
、「
ご
み
の

ポ
イ
捨
て
防
止
、
落
書
き
の
防
止
お

よ
び
ペ
ッ
ト
の
ふ
ん
の
適
切
な
処
理

並
び
に
空
き
地
等
の
適
正
な
管
理
等

に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ

と
に
よ
り
、
清
掃
思
想
の
普
及
お
よ

び
地
域
の
環
境
美
化
に
つ
い
て
の
意

識
啓
発
を
図
り
、
も
っ
て
町
民
の
快

適
な
生
活
環
境
の
保
全
お
よ
び
清

潔
で
美
し
い
ま
ち
づ
く
り
の
実
現
を

目
指
す
」と
し
て
い
ま
す
。

　

条
例
で
は
、
町
民
の
身
近
な
環

境
問
題
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を

定
め
、
そ
れ
を
守
る
こ
と
に
よ
り
、

清
潔
で
美
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
目

指
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
条
例
の
目
的
の
中
で「
清

掃
思
想
」と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、

「
き
れ
い
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

人
が
持
つ
、
ま
と
ま
り
の
あ
る
見

解
」と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
ま
す
。

責
務
と
遵
守
事
項

　

条
例
で
は
、町
、町
民
、事
業
者
、

所
有
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
応

じ
て
、
環
境
美
化
に
取
り
組
ん
で

い
た
だ
く
た
め
の
責
務
と
遵
守
事

項
を「
条
例
の
骨
子
」
の
と
お
り
定

め
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
責
務
と
遵
守
事
項
は
、

決
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
な
く
、

少
し
の
気
遣
い
で
守
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
が
、
こ
の

ル
ー
ル
の
中
で
責
任
あ
る
行
動
を

と
り
ま
し
ょ
う
。

　

条
例
の
骨
子
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

条
例
の
骨
子

■
町
の
責
務

　

こ
の
条
例
の
目
的
を
達
成
す
る

た
め
に
必
要
な
施
策
を
定
め
、
こ

れ
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
町
民

等
、
事
業
者
お
よ
び
所
有
者
等
に

対
し
て
必
要
な
指
導
お
よ
び
協
力

の
要
請
を
行
い
ま
す
。

■
町
民
等
の
責
務

　

町
民
等
は
、
自
ら
生
じ
さ
せ
た

空
き
缶
等
の
ご
み
及
び
粗
大
ご
み

の
適
正
な
処
理
に
努
め
、
地
域
に

お
け
る
環
境
美
化
活
動
に
積
極
的

に
参
加
す
る
と
と
も
に
、
町
が
実

施
す
る
施
策
に
協
力
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

■
町
民
等
の
遵
守
事
項

１
公
共
施
設
等
又
は
他
人
が
所
有

し
、
占
有
し
、
若
し
く
は
管
理

す
る
場
所
で
ポ
イ
捨
て
を
行
っ

て
は
い
け
ま
せ
ん
。

２
家
庭
外
で
自
ら
生
じ
さ
せ
た
空

き
缶
等
の
ご
み
を
持
ち
帰
り
、

又
は
回
収
容
器
に
収
容
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

※
回
収
容
器
と
は
、
空
き
缶
等
の

ご
み
を
回
収
す
る
た
め
の
容
器

を
い
い
ま
す
。

３
町
内
で
落
書
き
を
行
っ
て
は
い

け
ま
せ
ん
。

４
ペ
ッ
ト
と
外
出
す
る
場
合
は
、

ふ
ん
を
持
ち
帰
る
た
め
の
用
具

を
携
行
し
、
ふ
ん
を
排
せ
つ
し

た
と
き
は
、
こ
れ
を
持
ち
帰
り

適
切
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

５
飼
い
主
は
、
ペ
ッ
ト
が
近
隣
町

民
に
危
害
や
迷
惑
を
か
け
な
い

よ
う
適
切
に
管
理
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

６
歩
行
中
の
喫
煙
を
し
な
い
よ
う

に
努
め
る
と
と
も
に
、
た
ば
こ

の
吸
い
殻
入
れ
が
設
置
さ
れ
て

い
な
い
場
所
で
喫
煙
す
る
場
合

は
、
ポ
イ
捨
て
す
る
こ
と
な
く

携
帯
用
吸
い
殻
入
れ
に
収
容
す

る
な
ど
し
て
、
こ
れ
を
持
ち
帰

り
適
切
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

■
事
業
者
の
責
務

　

事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に

よ
っ
て
環
境
美
化
を
阻
害
す
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
廃
棄
物
に
つ
い

て
自
ら
の
責
任
と
負
担
に
お
い
て

必
要
な
処
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、

町
が
実
施
す
る
施
策
に
協
力
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
容
器
に
入

っ
た
飲
食
料
品
を
自
動
販
売
機
に

よ
り
販
売
す
る
事
業
者
は
、
販
売

場
所
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
ポ
イ
捨

て
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、

そ
の
販
売
す
る
場
所
に
回
収
容
器

を
設
置
し
適
正
に
維
持
管
理
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

■
所
有
者
等
の
責
務

　

所
有
者
等
は
、
そ
の
所
有
し
、

占
有
し
、
又
は
管
理
す
る
土
地
お

よ
び
建
物
の
環
境
美
化
に
努
め
、

隣
接
す
る
土
地
等
の
所
有
者
等
に

迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
管
理
す

る
と
と
も
に
、
町
が
実
施
す
る
施

策
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

■
空
き
地
等
の
管
理

　

空
き
地
等
の
所
有
者
等
は
、
繁

茂
す
る
雑
草
、
枯
葉
又
は
ポ
イ
捨

て
に
よ
り
周
辺
の
生
活
環
境
を
損

な
う
こ
と
の
な
い
よ
う
、
か
つ
、

近
隣
町
民
に
危
害
や
迷
惑
を
及
ぼ

さ
な
い
よ
う
草
刈
等
を
行
い
、
常

に
空
き
地
等
を
適
切
に
管
理
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

⑥喫煙者は、歩行中喫煙を行わな
いよう努め、携帯用吸い殻入れ
に収容しなければなりません。

①空き缶・空き瓶・ペットボトル
などのポイ捨てを行ってはいけ
ません。

②公共施設などに落書きをしては
いけません。

⑤所有者などは、近隣住民に迷惑
をかけないようにしなければな
りません。

④事業者は、回収容器を設置しな
ければなりません。

③犬・猫などと外出する場合は、
ふんを適切に処理しなければな
りません。

違
反
し
た
場
合
は

　

上
記
の
図「
責
務
と
遵
守
事
項
」

の
①
か
ら
⑤
ま
で
の
事
項
に
違
反

し
た
場
合
は
、
次
の
よ
う
な
措
置

を
執
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
立
ち
入
り
調
査
・
指
導
・
勧
告

　

ま
ず
身
分
証
明
書
を
携
帯
し
た

職
員
に
よ
る
立
ち
入
り
調
査
を
行

い
、
事
実
関
係
の
確
認
を
し
ま
す
。

　

そ
し
て
、
調
査
の
結
果
、
条
例

に
定
め
ら
れ
た
責
務
お
よ
び
遵
守

事
項
な
ど
に
違
反
を
し
て
い
る
場

合
に
は
、
指
導
を
行
い
、
そ
れ
に

従
わ
な
い
と
き
は
町
長
か
ら
勧
告

を
行
い
ま
す
。

■
命
令
・
公
表

　

次
に
勧
告
を
受
け
た
者
が
、
正

当
な
理
由
が
な
く
勧
告
に
従
わ
な

い
と
き
は
、
期
限
ま
で
に
勧
告
に

従
う
よ
う
命
令
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

ま
た
、
命
令
を
受
け
た
者
が
正

当
な
理
由
が
な
く
命
令
に
従
わ
な

い
と
き
は
、
氏
名
お
よ
び
内
容
を

公
表
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
上
記
の
図
⑥
の
事
項
に

違
反
し
た
場
合
は
、
勧
告
・
命
令
・

公
表
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

喫
煙
者
が
自
ら
の
責
任
に
お
い

て
、
適
切
に
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

違
反
行
為
へ
の
対
応

条
例
に
定
め
ら
れ
た
責
務
お
よ

び
遵
守
事
項
な
ど
の
違
反

　
　
　
　
　

←

町
職
員
に
よ
る
立
ち
入
り
調
査

と
事
実
関
係
の
確
認

　
　
　
　
　

←

　
　
　
　

指　

導

　
　
　
　
　

←

　
　
　
　

勧　

告

　
　
　
　
　

←

　
　
　
　

命　

令

　
　
　
　
　

←

　
　
　
　

事
実
の
公
表

法
律
に
よ
る
罰
則
規
定

　

ご
み
の
ポ
イ
捨
て
や
落
書
き
を

し
た
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
罰

則
が
あ
り
ま
す
。

■
ご
み
の
ポ
イ
捨
て

○
軽
犯
罪
法
…
ご
み
な
ど
を
捨
て

た
者
は
、
拘
留
又
は
１
万
円
以

下
の
科
料

○
廃
棄
物
処
理
法
…
廃
棄
物
を
捨

て
た
者
は
、
５
年
以
下
の
懲
役

若
し
く
は
１
千
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
し
、
又
は
併
科
す
る

■
落
書
き

○
軽
犯
罪
法
…
落
書
き
を
し
た
者

は
、
拘
留
又
は
１
万
円
以
下
の

科
料

○
建
造
物
損
壊
罪
…
最
高
裁
判
所

が
落
書
き
を
建
造
物
損
壊
と
認

定
し
た
事
例
も
あ
り
ま
す
。

　

５
年
以
下
の
懲
役

■
問
い
合
せ　

住
民
環
境
課（
内
線

　

１
３
０
・
１
３
１
）

環境美化監視員を募集します
　条例制定に伴い、地域における環
境美化の促進を図るため、ボランテ
ィアによる環境美化監視員を募集し
ます。
　環境美化監視員の職務は、監視員
の日常生活の範囲内で環境美化を著
しく阻害する事案の監視および町へ
通報してもらうことです。
　場合によっては、町職員の立ち入
り調査に同席してもらうこともあり
ます。
■条件など
○町内居住者であること。
○任期は、２年間です。
○監視員の身分を示す証明書を交付
　します。
■募集期限　８月31日㈭

責務と遵守事項
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町
で
は
、
広
報
紙
な
ど
を
通
じ
て
住
民
の
皆
さ
ん
に
様
々
な
情
報
を

お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

　

情
報
公
開
制
度
と
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
に
加
え
、
住
民
の
皆
さ
ん
の

請
求
に
基
づ
い
て
、
町
が
保
有
す
る
個
人
情
報
以
外
の
情
報
を
公
開
す

る
も
の
で
す
。

　

こ
の
制
度
は
、平
成
12
年
に
制
定
さ
れ
た「
長
洲
町
情
報
公
開
条
例
」

に
基
づ
い
て
運
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
の
目
的
は
、
住
民
の
皆
さ
ん
と
行
政
の
情
報
共
有
を
図

り
、
よ
り
一
層
開
か
れ
た
町
政
運
営
を
目
指
し
て
い
こ
う
と
い
う
も
の

で
す
。

公
開
の
請
求
が
で
き
る
方

　

こ
の
制
度
に
よ
る
情
報
公
開
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
次
の

①
か
ら
⑤
に
該
当
す
る
個
人
及
び
法
人
な
ど
で
す
。

①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人

②
町
内
に
事
務
所
を
有
す
る
個
人
及
び
法
人
そ
の
他
の
団
体

③
町
内
に
あ
る
事
務
所
又
は
事
業
所
に
勤
務
す
る
個
人

④
町
内
の
小
中
学
校
に
在
学
す
る
個
人

⑤
①
か
ら
④
に
該
当
す
る
以
外
で
、
実
施
機
関（
※
１
）が
行
う
事
務
事
業
に

　

利
害
関
係
を
有
す
る
個
人
及
び
法
人
そ
の
他
の
団
体

実
施
機
関
（
※
１
）
と
は･･･

　

実
施
機
関
と
は
、
情
報
の
公
開
請
求
が
で
き
る
町
の
機
関
の
こ
と
で
、
具

体
的
に
は
、
次
の
機
関
の
こ
と
で
す
。

①
町
長（
公
営
企
業﹇
水
道
事
業
等
﹈を
含
む
）、
②
教
育
委
員
会
、
③
選
挙
管

理
委
員
会
、
④
監
査
委
員
、
⑤
農
業
委
員
会
、
⑥
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会

長
洲
町
情
報
公
開
制
度

【
情
報
公
開
請
求
の
流
れ
】

※
公
開
の
決
定
が
さ
れ
て
も
、
そ
の
請
求

内
容
に
係
る
書
類
な
ど
が
膨
大
な
量
に

及
ぶ
と
き
は
、
公
開
ま
で
に
時
間
が
か

か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
公
開
に
係
る
費
用

　

行
政
情
報
の
閲
覧
は
無
料
で
す
。

　

た
だ
し
、
コ
ピ
ー
（
写
し
）の
作
成
や
郵

送
に
要
す
る
費
用
は
、
請
求
さ
れ
る
方
に

負
担
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【公開の決定がされた場合】
　請求者の請求内容の一部又は全部について公開の決定がされた場合、その情報を閲覧し、又は写しの交付
を受けることができます。
【非公開の決定がされた場合】
　請求者の請求内容が公開できないと決定された場合（非公開の理由は示されます。）、その情報の公開は行
われません。
　非公開の決定に不服がある場合は、不服申し立てを行うことができます。その場合、実施機関が行った非
公開の決定内容が正しかったかどうかを情報公開審査会（諮問機関）が審査し、その答申を受けて、実施機
関が再度、公開・非公開の決定を行います。

請
求
者

公開・非公開
の決定

実
施
機
関

（
担
当
課
な
ど
）

請
求
者

請求連絡

情
報
公
開
窓
口

（
総
務
課
）

平成17年度の情報公開制度の運用状況　　　　　　　　　　　　（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

請求日 請求者区分 実施機関 開示等決定日 開示・不開示の別 開示の方法

１ ６月28日 法　　人 教育委員会 ７月４日 全部開示 写しの交付

２ ６月28日 法　　人 町　　長 ６月30日 全部開示 写しの交付

３ 11月25日 個　　人 町　　長 12月５日 一部開示 写しの交付

４ ２月13日 法　　人 教育委員会 ２月22日 全部開示 写しの交付

■問い合せ　総務課（内線211）

介
護
保
険
料
が
改
定
さ
れ
ま
し
た
!!

　

介
護
保
険
法
で
は
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る

た
め
、
３
年
ご
と
に
介
護
保
険
料
を
見
直
す
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
介
護
保
険
事
業
計
画
で
見
込
ま
れ
た
今
後
３
年
間
の
介
護

保
険
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
量
に
対
す
る
費
用
額
及
び
財
政
安
定
化
基
金
か
ら

の
借
入
金
の
償
還
額
な
ど
を
基
に
算
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
は
、
第
３
期
介
護
保
険
事
業
計
画
に
基
づ
く
保
険
料
の
見
直
し

の
年
と
な
り
、
町
で
は
こ
れ
に
基
づ
き
保
険
料
の
改
定
を
行
い
ま
し
た
。

　

新
し
い
介
護
保
険
料
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
保
険
料
の
激
変
緩
和
に
つ
い
て

　

税
制
改
正
に
よ
り
所
得
段
階

が
上
が
る
方
の
、
急
激
な
保
険
料

負
担
の
増
加
を
避
け
る
た
め
、
平

成
18
年
度
・
平
成
19
年
度
の
２
ヵ

年
度
は
激
変
緩
和
措
置
と
し
て
、

「
第
４
所
得
段
階
」・「
第
５
所
得

段
階
」
に
該
当
す
る
場
合
は
、
次

の
と
お
り
軽
減
さ
れ
た
保
険
料

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
問
い
合
せ　

福
祉
保
健
介
護

　

課（
内
１
４
５
・
１
４
６
）

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
ご
存
知

で
す
か
？

　

４
月
か
ら
、
高
齢
者
の
保
健
・

福
祉
・
医
療
の
面
で
必
要
な
支
援

を
行
う
た
め
に
、
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　

同
セ
ン
タ
ー
は
、
看
護
師
、
社

会
福
祉
士
、
主
任
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
で
構
成
さ
れ
、
高
齢
者
の
相

談
・
権
利
擁
護
・
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ

ャ
ー
の
支
援
・
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
づ
く
り
・
介
護
予
防
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
が
い
つ
ま
で
も
住
み
な

れ
た
地
域
で
健
や
か
に
生
活
し
て

い
け
る
よ
う
に
、
積
極
的
に
次
の

よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
介
護
予
防
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

　

要
支
援
１
・
２
と
認
定
さ
れ
た
人

は
、
介
護
保
険
の
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
で
き
ま
す
。

　

支
援
や
介
護
が
必
要
と
な
る
お

そ
れ
の
高
い
人
や
自
立
し
た
生
活

を
し
て
い
る
人
な
ど
は
、
町
が
行

う
介
護
予
防
事
業
を
利
用
で
き
ま

す
。

■
権
利
擁
護

　

高
齢
者
の
皆
さ
ん
が
安
心
し
て

い
き
い
き
と
暮
ら
す
た
め
に
、
皆

さ
ん
の
持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
を

守
り
ま
す
。

　

成
年
後
見
制
度
の
紹
介
や
、
虐

待
の
早
期
発
見
、
消
費
者
被
害
な

ど
に
対
応
し
ま
す
。

■
総
合
的
相
談
窓
口

　

高
齢
者
の
皆
さ
ん
や
そ
の
家
族
、

近
隣
に
暮
ら
す
人
の
介
護
に
関
す

る
悩
み
や
問
題
に
対
応
し
ま
す
。

　

介
護
に
関
す
る
相
談
や
心
配
ご

と
、悩
み
以
外
に
も
、健
康
や
福
祉
、

医
療
、
生
活
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、

な
ん
で
も
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
支
援

　

皆
さ
ん
を
支
え
る
地
域
の
ケ
ア

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
指
導
や
支
援
の

ほ
か
、
高
齢
者
の
皆
さ
ん
に
と
っ

て
よ
り
暮
ら
し
や
す
い
地
域
に
す

る
た
め
、
他
機
関
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
づ
く
り
に
力
を
入
れ
ま
す
。

■
問
い
合
せ　

地
域
包
括
支
援
セ

　

ン
タ
ー
（

78
３
１
１
４
）

介護保険料一覧表
所得段階
区　　分

対　象　者 改定前 改定後

第１段階
（旧第１段階）

世帯全員が町民税非課税で老齢福祉年
金受給の方、または生活保護受給の方

19,800円 25,200円

第２段階
（旧第２段階）

世帯全員が町民税非課税で、合計所得金額
＋公的年金等収入額が年額80万円以下の方

29,700円
25,200円

第３段階
（旧第２段階）

世帯全員が町民税非課税で、上記の
第２段階以外の方

37,800円

第４段階
（旧第３段階）

本人が町民税非課税で、同じ世帯に
町民税課税の方がいる方

39,600円 50,400円

第５段階
（旧第４段階）

本人が町民税課税で、合計所得金額
が200万円未満の方

49,500円 63,000円

第６段階
（旧第５段階）

本人が町民税課税で、合計所得金額
が200万円以上の方

59,400円 75,600円

～激変緩和措置後の保険料～
改正内容 18年度 19年度 20年度

「第１所得段階」から
「第４所得段階」になる方

33,200円 41,800円

50,400円
「第２所得段階」から

「第４所得段階」になる方
33,200円 41,800円

「第３所得段階」から
「第４所得段階」になる方

41,800円 45,800円

「第１所得段階」から
「第５所得段階」になる方

37,800円 50,400円

63,000円

「第２所得段階」から
「第５所得段階」になる方

37,800円 50,400円

「第３所得段階」から
「第５所得段階」になる方

45,800円 54,400円

「第４所得段階」から
「第５所得段階」になる方

54,400円 58,400円
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～水道事業運営審議会委員を募集 !! ～
　町では、水道事業の運営に皆さんのご意
見を反映させるため、次のとおり審議会委
員を募集します。皆さんのご応募をお待ち
しています。
■審議内容　
①水道料金に関する事項
②その他水道事業の運営上町長が必要と
認める事項
■任　期　委嘱の日から２年間
■募集人数　３人程度
■会議予定　年３回程度（平日の開催で１
回につき２時間程度）
■報酬など（１回につき）
　委員報酬　4,000円・費用弁償　500円
■応募資格　次の全ての条件に該当する
方です。
①長洲町に在住する方
②応募する日において満20歳以上の方
③平日に開催される会議に出席可能な方
④長洲町の水道事業について関心のある方
■応募方法　「水道事業に関する意見や提
言」をテーマとした作文と市販の履歴書
に必要事項を記載して、水道課宛郵送も
しくは持参してください。
■締切日　８月４日㈮（当日消印有効）
■選考方法　水道課で選考し、決定後通知
します。
■申し込み・問い合せ
　〒869-0112　長洲町大字姫ヶ浦２番地
　長洲町役場水道課（ 78 0126）

お
知
ら
せ

役
場
な
ど
の
閉
庁
時
間

が
変
わ
り
ま
し
た

　

先
の
６
月
定
例
議
会
に
お
い
て
、

「
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
案
」が
可
決

さ
れ
た
の
に
伴
い
、
７
月
１
日
か

ら
、
職
員
の
勤
務
時
間
が
午
後
5

時
30
分
ま
で
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
職
員
が
勤
務
す
る

施
設
の
閉
庁
時
間
も
、
こ
れ
ま
で

よ
り
も
15
分
延
長
と
な
り
、
午
後

５
時
30
分
と
な
り
ま
す
。

■
閉
庁
時
間
が
変
更
と
な
る
施
設

●
長
洲
町
役
場

●
長
洲
町
保
健
セ
ン
タ
ー
（
す
こ

　

や
か
館
）

●
長
洲
町
浄
化
セ
ン
タ
ー
（
水
道

　

課
、
下
水
道
課
）

■
問
い
合
せ　

総
務
課（
内
線
２
１
１
）

役
場
チ
ャ
イ
ム
時
間
の

変
更
に
つ
い
て

　

町
内
小
・
中
学
校
の
夏
休
み
期

間
中
、
次
の
と
お
り
役
場
チ
ャ
イ

ム
の
時
間
を
変
更
し
ま
す
。

■
時　

間　

午
後
５
時
を
午
後
６

時
に
変
更

■
期　

間　

７
月
21
日
㈮
〜
８
月

31
日
㈭

■
問
い
合
せ　

総
務
課（
内
線
２
１
２
）

今
月
は
下
水
道
受
益
者

負
担
金
の
納
期
で
す

〜
下
水
道
受
益
者
負
担
金
第
１
期
〜

　

納
期
限
は
、
７
月
31
日
㈪
で
す
。

　

納
期
内
に
役
場
内
の
指
定
金
融

機
関
窓
口
ま
た
は
、
最
寄
り
の
金

融
機
関
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
納
付
は
、
便
利
な
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
す
で

に
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
は
、

口
座
振
替
日
が
７
月
31
日
㈪
に
な

っ
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
せ　

下
水
道
課（

78

　

３
５
１
５
）

今
月
の
納
税　

〜
国
民
健
康
保
険
税 

第
１
期
〜

　

納
期
限
は
、
７
月
31
日
㈪
で
す
。

　

納
期
内
に
役
場
内
の
指
定
金
融

機
関
窓
口
ま
た
は
、
最
寄
り
の
金

融
機
関
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
納
税
は
、
便
利
な
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
す
で

に
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
方
は
、

口
座
振
替
日
が
７
月
31
日
㈪
に
な

っ
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
せ　

税
務
課（
内
線
１
５

　

１
〜
１
５
５
）

～国民年金からのお知らせ～
～国民年金・厚生年金相談所～

　相談員が年金に対する疑問・質問に
丁寧にお答えします。お気軽にご相談
ください。
■と　き　７月28日㈮
　　　　　午前10時～午後３時
■ところ　役場１階ロビー
■相談員　社会保険事務局職員

国民年金保険料の免除申請はお早めに！
　保険料は納めたいけれど、病気やけ
が・経済的な理由などで保険料を納め
ることが困難な場合には、申請により
保険料の納付が免除される「国民年金
保険料免除制度」があります。
　７月から新たに４分の１免除（10,400
円納付）・４分の３免除（3,470円納付）
が創設されました。申請は、お早めに
お願いします。
　また、全額免除以外の人は、免除が
認められても、減額された保険料の納
付が必要です。納め忘れると、未納扱
いとなってしまいますので、保険料の
納め忘れにご注意ください。
■必要書類　年金手帳・印鑑
＊失業などの理由による申請では、雇
用保険の「雇用保険受給資格者証」
または「離職票」の写しが必要とな
ります。
■問い合せ　住民環境課
　（内線133～ 135）

国
民
健
康
保
険
・
老
人
医
療
の
入
院
時
食
事
負
担
額
減
額
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
加
入
の
方
及
び

老
人
医
療
受
給
者
の
方
で
、
次
に
該

当
す
る
場
合
は
、
入
院
し
た
時
の
食

事
負
担
額
、
ま
た
老
人
医
療
受
給
者

の
方
は
、
入
院
時
一
部
負
担
金
の
減

額
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
国
民
健
康
保
険
加
入
の
方
…
加

入
者
全
員
が
住
民
税（
町
県
民
税
）

非
課
税
で
あ
る
こ
と
。

○
老
人
医
療
受
給
者
の
方
…
世
帯

の
全
員
が
住
民
税（
町
県
民
税
）
非

課
税
で
あ
る
こ
と
。

○
老
齢
福
祉
年
金
を
受
給
さ
れ
て

い
る
方
…
世
帯
の
全
員
が
住
民
税

（
町
県
民
税
）非
課
税
で
あ
る
こ
と
。

　

こ
れ
ら
に
該
当
す
る
方
で
、
減

額
認
定
証
が
必
要
な
方
は
、
手
続

き
を
し
て
減
額
認
定
証
の
交
付
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。
入
院
す
る
時

に
保
険
証
と
一
緒
に
病
院
へ
提
示

す
る
と
、
減
額
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

○
は
じ
め
て
申
請
さ
れ
る
方

　

減
額
認
定
に
該
当
す
る
方
で
、

入
院
す
る
予
定
が
あ
る
方
な
ど
は
、

次
の
と
お
り
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

■
と　

き　

減
額
認
定
証
が
必
要

に
な
っ
た
と
き（
土
・
日
・
祝
日

を
除
く
）午
前
８
時
30
分
〜
午
後

５
時
30
分

■
と
こ
ろ　

福
祉
保
健
介
護
課

■
必
要
な
も
の　

①
印
鑑
、
②
保

険
証
、
③
老
人
医
療
受
給
者
証

（
老
人
医
療
受
給
者
の
方
の
み
）

○
認
定
証
を
お
持
ち
の
方

　

現
在
認
定
証
を
お
持
ち
の
方

は
、
７
月
末
で
期
限
が
切
れ
ま
す
の

で
、
引
き
続
き
必
要
な
方
は
次
の
と

お
り
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
と　

き　

７
月
18
日
㈫
〜
７
月

31
日
㈪

■
と
こ
ろ　

福
祉
保
健
介
護
課

■
必
要
な
も
の　

①
印
鑑
、
②
保
険

証
、
③
老
人
医
療
受
給
者
証（
老

人
医
療
受
給
者
の
方
の
み
）、
④

過
去
１
年
間
に
入
院
し
た
こ
と

が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
領
収
書

■
問
い
合
せ　

福
祉
保
健
介
護
課

（
内
１
４
１
・
１
４
３
）

○入院した時の食事代（１食につき）

一般および一定以上の所得がある方（下記以外の人） 260円

●住民税非課税世帯の人
●低所得Ⅱ※１（70歳以上）

90日までの入院 210円

過去１年間で90日
を越える入院

160円

●低所得Ⅰ※２（70歳以上） 100円

※１…世帯主及び世帯全員が住民税非課税の人
※２…世帯主及び世帯全員が住民税非課税で、かつ、各
　　　種所得などから必要経費・控除を差し引いた所得
　　　が０円となる世帯に属する人

募
集
な
ど

平
成
18
年
度
長
洲
町
職

員
採
用
試
験
に
つ
い
て

　

町
で
は
、
職
員
の
退
職
に
伴
う

職
員
補
充
の
た
め
、
例
年
、
職
員

採
用
試
験
を
実
施
し
合
格
者
を
職

員
と
し
て
採
用
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
19
年
度
は
、
退
職
者（
見
込

み
）に
対
す
る
新
規
職
員
の
採
用
予

定
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
平
成
18

年
度
長
洲
町
職
員
採
用
試
験
は
あ

り
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
せ　

総
務
課（
内
線
２
１
１
）

統
計
調
査
員
募
集

　

10
月
1
日
を
調
査
基
準
日
と
し

て
、
全
国
で
事
業
所
・
企
業
統
計

調
査
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
調
査

は
、
町
内
す
べ
て
の
事
業
所（
人
が

収
入
を
得
て
働
い
て
い
る
場
所
）を

対
象
に
名
称
や
住
所
な
ど
の
基
本

的
な
事
項
を
調
査
す
る
も
の
で
す
。

　

町
で
は
、
次
の
と
お
り
調
査
員

を
募
集
し
ま
す
。

■
調
査
活
動
時
間　

10
月
１
日
㈰

　

の
前
後
２
週
間
程
度

■
募
集
人
員　

11
人

■
内　

容　

調
査
対
象
の
把
握
、

名
簿
の
作
成
、
調
査
票
の
配
布
・

取
集
な
ど

■
応
募
資
格　

次
の
要
件
を
全
て

満
た
す
方　

①
20
歳
以
上
の
方

②
秘
密
の
保
護
に
関
し
信
頼
が

お
け
る
方　

③
税
務
・
警
察
・

選
挙
に
直
接
関
係
の
な
い
方

■
受
付
期
間　

７
月
25
日
㈫
ま
で

■
問
い
合
せ　

ま
ち
づ
く
り
課（
内

線
２
３
２
）

骨
盤
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
＆
ピ
ラ

テ
ィ
ス
ス
ク
ー
ル
生
募
集

　

腰
痛
や
肩
こ
り
、
冷
え
性
や
ム

ク
ミ
な
ど
で
お
悩
み
の
方
は
、
一

緒
に
自
己
調
節
で
き
る
体
を
手
に

入
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

ま
た
、
グ
ル
ー
プ
レ
ッ
ス
ン
も

行
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お
問

い
合
せ
く
だ
さ
い
。

■
と　

き　

○
月
曜
〜
金
曜　

午

後
７
時
〜
午
後
８
時

○
土
、
日
曜　

午
後
１
時
〜
午
後
２

時
■
と
こ
ろ　

○
月
曜
〜
金
曜　

町

民
研
修
セ
ン
タ
ー

○
土
、
日
曜　

中
央
公
民
館

■
費　

用　

有
料（
詳
し
く
は
、
お

問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
せ　

河
野

（

０
９
０
・
３
６
６
６
・
７
０
２
２
）

親
子
ふ
れ
あ
い
陶
芸
教
室

　

長
洲
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
と
長

洲
町
青
少
年
育
成
町
民
会
議
の
共

催
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
陶
芸
教

室
を
開
催
し
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご

応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

■
と　

き　

８
月
６
日
㈰
午
前
９

時
〜
正
午

■
と
こ
ろ　

長
洲
町
中
央
公
民
館

■
講　

師　

山
口
耕
三
先
生　

一

先
釜（
窯
元
）

■
募
集
人
数　

40
人（
町
内
在
住
の

小
中
学
生
と
そ
の
保
護
者
）

■
申
込
期
限　

８
月
４
日
㈮（
た
だ

し
、
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切

り
ま
す
。）

■
内　

容　

親
子
で
作
る
皿
又
は

湯
の
み

＊
作
品
は
、
同
公
民
館
に
展
示
し

た
後
、
お
返
し
し
ま
す
。

■
参
加
費　

子
ど
も
１
、３
０
０

円
、
大
人
１
、５
０
０
円（
内
ラ

イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
よ
り
１
人
７
０

　

０
円
の
補
助
有
り
）

■
服　

装　

汚
れ
て
も
い
い
服
装
、

汚
れ
を
拭
く
タ
オ
ル
な
ど

■
申
し
込
み
・
問
い
合
せ　

長
洲

ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
事
務
局（

78
０
５
０
５
）・
長
洲
町
青
少
年

育
成
町
民
会
議
事
務
局（

78
０

　

０
５
３
）

第
６
回
少
年
少
女
将
棋
大
会

　

玉
名
郡
市
将
棋
同
好
会
で
は
、

子
ど
も
た
ち
に
日
本
の
古
き
良
き

伝
統
文
化
で
あ
る
将
棋
に
触
れ
、

親
し
ん
で
も
ら
お
う
と
、
次
の
と

お
り
第
６
回
少
年
少
女
将
棋
大
会

を
開
催
し
ま
す
。

■
と　

き　

７
月
23
日
㈰　

受
付

午
前
９
時
〜　

試
合
開
始
午
前

10
時
〜

■
と
こ
ろ　

玉
名
文
化
セ
ン
タ
ー

（
３
階
和
室
）

■
参
加
資
格　

大
牟
田
・
荒
尾
・

玉
名
郡
市
に
住
ん
で
い
る
小
学

１
年
生
か
ら
中
学
３
年
生
ま
で

の
少
年
少
女

■
参
加
料　

５
０
０
円（
弁
当
は
、

各
自
用
意
し
て
く
だ
さ
い
）

■
試
合
方
法　

小
学
生
の
部
、
中

学
生
の
部
の
２
ク
ラ
ス
と
し
、

予
選
リ
ー
グ
を
行
っ
た
後
、
決

勝
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
を
実
施

■
申
し
込
み　

当
日
会
場
で
受
け

付
け
ま
す

■
問
い
合
せ　

玉
名
郡
市
将
棋
同

好
会
事
務
局　

石
原（

74
１
６

　

７
５
）
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８月　すこやかカレンダー
受：受付時間　対：対象者　場：場所　

《問い合せ》　すこやか館（  65７５１５）

町
有
地
を
購
入
し
ま
せ
ん
か
？

　

町
で
は
、
次
の
２
通
り
の
方
法

で
町
有
地
を
売
却
し
ま
す
。

一
般
競
争
入
札
に
よ
る
町

有
地
の
売
却

●
入
札
参
加
者
の
資
格

①
個
人
及
び
法
人

＊
２
人
以
上
の
連
名（
共
有
）
に
よ

る
入
札
参
加
も
可
能
で
す
。

②
未
成
年
者
及
び
地
方
自
治
施
行

令
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す

る
者
を
除
く

③
自
己
の
所
有
財
産
に
つ
い
て
、

強
制
執
行
の
措
置
を
受
け
て
い

な
い
者
及
び
租
税
そ
の
他
公
課

に
つ
い
て
滞
納
が
な
い
者

④
町
有
財
産
の
事
務
に
従
事
す
る

職
員
を
除
く

⑤
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為

の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
に
規

定
す
る
暴
力
団
員
で
あ
る
者
を

除
く

●
入
札
の
参
加
方
法

　

財
政
課
に
備
え
付
け
の
入
札
参

加
申
込
書（
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

も
掲
載
）に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

必
要
書
類
を
添
え
て
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

●
必
要
書
類

○
法
人
の
場
合

①
資
格
証
明
書（
法
人
登
記
簿
謄

本
）、
②
納
税
証
明
書

○
個
人
の
場
合

①
身
元
証
明
書（
本
籍
地
の
市
区
町

村
で
発
行
）、
②
納
税
証
明
書

○
外
国
人
の
場
合

①
登
録
証
明
書
、
②
納
税
証
明
書

道
路
残
地
な
ど
の
町
有
地

の
売
却

●
売
却
地

　

売
却
す
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
購

入
希
望
者
が
購
入
を
希
望
す
る
道

路
残
地
や
空
地
な
ど
に
つ
い
て
、
町

が
利
用
し
な
い
と
決
定
し
た
土
地

●
売
却
相
手
の
資
格
な
ど

①
未
成
年
者
及
び
地
方
自
治
施
行

令
第
１
６
７
条
の
４
に
規
定
す

る
者
を
除
く

②
自
己
の
所
有
財
産
に
つ
い
て
強

制
執
行
の
措
置
を
受
け
て
い
な

い
者
及
び
租
税
そ
の
他
公
課
に

つ
い
て
滞
納
が
な
い
者

③
該
当
す
る
土
地
に
隣
接
す
る
土

地
の
所
有
者

■
申
込
期
間

　

７
月
18
日
㈫
〜
８
月
18
日
㈮
午

前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で（
土
・

日
・
祝
日
を
除
く
）

＊
道
路
残
地
な
ど
に
つ
い
て
は
、
随

　

時
受
付
を
行
い
ま
す
。

■
申
込
方
法

　

財
政
課
備
え
付
け
の
町
有
地
売

払
い
申
請
書（
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
も
掲
載
）
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
必
要
書
類
を
添
え
て
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
せ　

財
政
課（
内
線
２
２
１
）

＊
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
（http://w

w
w
.tow

n.nagasu.

　

lg.jp/

）に
も
詳
し
い
内
容
を
載
せ

て
い
ま
す
。

物件
番号

所　在　地 区分 地　目
地積
（㎡）

予定価格（円）

１
長洲町大字宮野1294-9 土地 雑種地 335

5,140,000
長洲町大字宮野1294-10 土地 雑種地 154

２ 長洲町大字宮野1297-2 土地 雑種地 502 5,975,000

３ 長洲町大字宮野1298-16 土地 雑種地 253 3,020,000

４ 長洲町大字宮野1298-17 土地 雑種地 501 4,968,000

５ 長洲町大字宮野1298-18 土地 雑種地 234 1,342,000

健
診
は
、
受
け
ら
れ
ま
し
た
か
？

　

今
年
度
か
ら
夏
期
に
も
住
民
集
団

健
康
診
査（
ミ
ニ
ド
ッ
ク
健
診
お
よ

び
各
種
が
ん
検
診
）を
実
施
し
ま
す
。

　

健
診
を
受
け
て
い
な
い
方
は
、ぜ

ひ
こ
の
機
会
に
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

■
と　

き　

８
月
28
日
㈪
〜
８
月

29
日
㈫
２
日
間

■
と
こ
ろ　

す
こ
や
か
館

■
内　

容　

＊
年
齢
の
と
ら
え
方

は
、
す
べ
て
平
成
19
年
３
月
31

日
現
在
と
な
り
ま
す
。

●
基
本
健
康
診
査（
診
察
・
血
液
検

査
・
心
電
図
・
検
尿
・
体
格
・
血
圧
）

＊
希
望
さ
れ
る
方
は
、
前
立
腺
が
ん

検
査（
概
ね
55
歳
以
上
男
性
）、
肝

炎
ウ
イ
ル
ス
検
診（
40
〜
74
歳
で

未
受
診
の
方
）が
受
診
で
き
ま
す
。

●
ミ
ニ
ド
ッ
ク
健
診（
基
本
健
康
診

査
・
肺
が
ん
・
結
核
・
大
腸
が

ん
検
診
・
腹
部
超
音
波
検
査
の

セ
ッ
ト
）

●
各
種
単
独
が
ん
検
診（
肺
・
胃
・

大
腸
・
乳
・
子
宮
）

＊
乳
が
ん
検
診
は
、
今
年
度
よ
り

40
歳
以
上
の
女
性
で
偶
数
年
齢

の
方
を
対
象
に
マ
ン
モ
グ
ラ
フ

ィ
ー
検
査
を
導
入
し
ま
す
。

●
骨
密
度
検
診

■
一
部
負
担
金

●
基
本
健
康
診
査　

２
、１
０
０
円

　
（
70
歳
以
上
の
方
は
、
無
料
）

●
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診

　

７
０
０
円（
70
歳
以
上
の
方
は
、

　

無
料
）

●
前
立
腺
が
ん
検
査

　

１
、６
０
０
円

●
ミ
ニ
ド
ッ
ク　

４
、０
０
０
円

　
（
70
歳
以
上
の
方
も
、有
料
で
す
）

●
肺
が
ん
検
診（
結
核
検
診
含
む
）

　

３
０
０
円

●
喀か
く
た
ん痰
検
査　

７
０
０
円

●
胃
が
ん
検
診　

１
、５
０
０
円

●
大
腸
が
ん
検
診　

５
０
０
円

●
乳
が
ん
検
診（
40
歳
以
上
の
偶

数
年
齢
の
方
‥
マ
ン
モ
グ
ラ
フ

ィ
ー
及
び
乳
房
超
音
波
検
査
）　

１
、７
０
０
円

●
乳
が
ん
検
診（
40
歳
未
満
及
び
40

歳
以
上
の
奇
数
年
齢
の
方
‥
乳

房
超
音
波
検
査
）　

１
、２
０
０
円

●
子
宮
が
ん
検
診（
20
歳
以
上
の
偶

　

数
年
齢
）　

１
、１
０
０
円

●
骨
密
度
検
診（
40
・
45
・
50
・
55

　

・
60
・
65
・
70
歳
の
方
、
70
歳

　

の
方
は
無
料
）　

２
、０
０
０
円

　

今
年
度
か
ら
、
健
診
後
の
説
明

の
徹
底
お
よ
び
住
民
サ
ー
ビ
ス
の

公
平
性
の
た
め
に
、
健
診
結
果
は

説
明
会
ま
た
は
す
こ
や
か
館
で
お

渡
し
し
ま
す
。
郵
送
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
健
診
時
に
80
円
切
手
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
春

期
に
健
診
を
受
け
ら
れ
て
、
結
果

を
受
け
取
ら
れ
て
い
な
い
方
は
早

め
に
取
り
に
来
て
く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
せ　

す
こ 

　

や
か
館（

65
７
５
１
５
）

「
マ
イ
バ
ッ
グ
・
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
」
標
語
を
募
集
!!

　

熊
本
県
ご
み
ゼ
ロ
推
進
県
民
会

議
で
は
、
ご
み
ゼ
ロ
型
社
会（
循
環

型
社
会
）の
構
築
を
目
指
し
て
、
毎

年
10
月
に「
マ
イ
バ
ッ
グ
キ
ャ
ン
ペ

ー
ン（
買
い
物
袋
持
参
運
動
）」を
行

っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
よ
り
多

く
の
皆
さ
ん
に
理
解
さ
れ
、
積
極

的
に
参
加
し
て
い
た
だ
く
た
め
に

次
の
と
お
り
標
語
を
募
集
し
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
ご
応
募
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

■
応
募
資
格

　

県
内
在
住
者
及
び
県
内
在
勤
者

■
募
集
作
品

　
「
買
い
物
袋
持
参
運
動
」
ま
た
は

「
簡
易
包
装
推
進
」に
関
す
る
標
語

＊
作
品
は
自
作
、
未
発
表
の
も
の

に
限
り
、
１
人
３
点
ま
で
と
し

ま
す
。

■
応
募
方
法

　

は
が
き
ま
た
は
電
子
メ
ー
ル
に

作
品
、
郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名（
ふ

り
が
な
）、
年
齢（
学
生
の
場
合
は

学
校
名
、
学
年
）、
電
話
番
号
を
記

載
し
て
、
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

■
募
集
期
限　

８
月
18
日
㈮（
当
日

　

の
消
印
有
効
）

■
審
査
及
び
発
表

　

熊
本
県
ご
み
ゼ
ロ
推
進
県
民
会

議
に
て
審
査
の
う
え
、
９
月
上
旬

に
発
表
予
定
で
す
。

■
選
定
数
及
び
賞
品

①
最
優
秀　

１
点　

賞
品（
図
書
券

　

５
千
円
）

②
優　

秀　

２
点　

賞
品（
図
書
券

　

２
千
円
）

＊
参
加
賞
も
用
意
し
て
い
ま
す
。

■
そ
の
他

①
選
定
作
品
の
著
作
権
は
、
主
催

者
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

②
選
定
作
品
は
、
マ
イ
バ
ッ
グ
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
の
ポ
ス
タ
ー
及
び
各

種
広
報
に
使
用
す
る
予
定
で
す
。

③
応
募
作
品
は
、
返
却
し
ま
せ
ん
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
せ　

〒
８
６
２―

８
５
７
０　

熊

本
県
ご
み
ゼ
ロ
推
進
県
民
会

議
事
務
局（
熊
本
県
環
境
生

活
部
廃
棄
物
対
策
課
内
）（

０
９
６
・
３
８
３
・
１
１
１
１（
内

線
７
３
６
５
））em

ail:haikitaisa

ku@
pref.kum

am
oto.lg.jp

育児サークル『てんとうむしく
らぶ』からのお知らせ

　８月いっぱいは、夏休みとします。
　毎回の内容は計画しませんが、参
加できる方は集まって、一緒に遊び
ましょう！毎週火曜日の午前 10時
30分からです。
■問い合せ
　すこやか館　（  65 7515）

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４ ５

栄養教室　「糖尿病予防のための食事」
9:30～ 13:00　　すこやか館
　　　 　７月 28日㈮まで
健康づくり講演会「高血圧とくす
り・くすりの疑問」13:30～ 15:00
　 すこやか館

二種混合予防接種
　 14:00～ 15:00
　 小学６年生
　 すこやか館

６ ７ ８ ９ 10 11 12
母子健康手帳の交付
　 10:00～ 11:30
　 すこやか館
１歳６ヵ月児健診
　 13:30～ 14:00
　 H17.1～ 2月生
　 すこやか館

13 14 15 16 17 18 19
３ヵ月児健診・ＢＣＧ
　 13:30～ 14:00
　 Ｈ18.4月生 　 すこやか館

20 21 22 23 24 25 26
母子健康手帳の交付
　 10:00～ 11:30
　 すこやか館
子育て相談
10:00～ 11:30
　 すこやか館

２ヵ月児広場
　 10:00～ 10:30
　 Ｈ18.6月生 　 すこやか館
三種混合予防接種
　 13:30～ 14:30
　 生後３ヵ月～ 　 すこやか館

27 28 29 30 31
老人手帳交付
　 9:30～ 10:00
　 すこやか館
健康教室　10:00～ 11:00
　 すこやか館

☆　母子健康手帳の交付は、塩分測定を行いますのでみそ汁（200cc程度）をご持参ください。
☆　乳幼児健診は、母子健康手帳をご持参ください。受診できない場合は、すこやか館までご連絡ください。
☆　予防接種は、母子健康手帳をご持参ください。事前に「予防接種と子どもの健康」をよくお読みください。
☆　健康教室はどなたでも参加できます。薬剤師の先生による「くすり」の話、健康長寿に関する話などです。

場
申し込み

場

受
対
場

受
対
場

受
場

受
場

場

受
対 場

受
対 場

受
場

場

受
対 場
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木村　直輝ちゃん 〈中　町〉

　とっても甘えん坊の直ちゃんは、お兄ちゃんと遊ぶのが
大好きです。おもちゃの取り合いで喧嘩もするけど、いつ
までも仲良し兄弟でいてね。直ちゃんの笑顔が大好きです。

なお　き

パパ　智則 さん　ママ　浩美 さん

中島　拓海くん 長洲小　３年〈大明神〉

　学校では、パソコンの授業が好きです。保育園の
時から、水泳を頑張っています。早く平泳ぎで50ｍ
泳げるようになりたいです。

たくみ

森林資源を
大切に──

この広報紙はエコマーク認定
の再生紙を使用しています。

2006.7.15　　　　No.830
発行／熊本県長洲町
編集／まちづくり課

〒869-0198 熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766
　　　　　 0968（78）3111
URL http：//www.town.nagasu.lg.jp/
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休 日 在 宅 医
月　日 在　宅　医

７月17日㈪ 淡 河・ 黒 田 医 院（ 駅　 通 ）78-6517

７月23日㈰ 本 田 医 院（ 玉名市岱明町 ）57-0012

７月30日㈰ 西 山 ク リ ニッ ク（清源寺）78-7811

　５月18日、３歳児健康診査をすこやか館で行
いました。歯科検診の結果、むし歯がなかった「な
がすっ子」を紹介します。

強い歯で何でもかめる元気な子！
これからも、むし歯ゼロで過ごしましょう！

坂上　航
こうだい

大くん
（腹　赤）

北島　直
なお

樹
き

くん

（腹赤新町）

織田　清
せ

那
な

ちゃん

（下　東）

山之内　蒼
あおい

くん

（新　町）

稲田　優
ゆう

真
ま

くん

（上沖洲）

永井　佑
ゆう

樹
き

くん

（大明神）

～長洲町夏まつり「のしこら祭2006」協賛券のご購入お願い～
　来る８月26日㈯金魚と鯉の郷広場で長洲町夏まつり「のしこら祭2006」を開催
します。今年も昨年と同様に町内外の事業所、商店の方々の温かいご協力を頂き、
夏まつり協賛券を販売することになりました。
　ぜひ、町民の皆さんに協賛券を購入して頂き、祭りを大いに盛り上げて頂きま
すようご協力をお願いします。
■購入方法　７月21日㈮～８月６日㈰までは、各行政区の駐在員（区長）さんか
　ら購入してください。
　＊８月７日㈪以降は、産業振興課内夏まつり実行委員会事務局で販売します。
■販売価格　協賛券1枚200円
■特　典　協賛券１枚につき・・・
○町内の商店で５～ 20％の購入割引券
○荒尾・玉名地区の遊園地や娯楽施設への入場割引などの特典が付いています!!
　＊さらに、昨年に引き続き豪華景品が抽選で当たる「お楽しみ大抽選会」の抽
　　選券引換券が付いています。
　　詳しい内容については、協賛券の裏面をご覧下さい。
■問い合せ　産業振興課内夏まつり実行委員会事務局（内線262・263）


